
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人渡部直樹，同寺井勇人の上告趣意のうち，死刑制度に関して憲法１３条，

３１条，３６条違反をいう点は，その執行方法を含む死刑制度がこれらの規定に違

反するものでないことは当裁判所の判例（最高裁昭和２２年（れ）第１１９号同２

３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁，最高裁昭和２６年（れ）第２

５１８号同３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁，最高裁昭和３２年

（あ）第２２４７号同３６年７月１９日大法廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁）

とするところであるから，理由がなく，その余は，原審の公判手続に憲法３１条，

３２条違反があるとする点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認，量刑不当の

主張であって，適法な上告理由に当たらない。

　また，所論にかんがみ記録を調査しても，刑訴法４１１条を適用すべきものとは

認められない。付言するに，第１審判決が被告人を死刑に処した同判示第二，第四

の各罪についてみると，そのうち第二の一及び二の各犯行は，路上で浮浪者風の男

性をたまたま認め，同人にわいせつ行為をするとともに同人を殺害してその金品を

強取しようと企て，親切を装い，所携の睡眠薬を混入させた日本酒などを同人にの

ませ，更に栄養剤と偽って睡眠薬を多量に服用させてこん睡状態に陥れ，わいせつ

行為に及び，上記薬剤の効能による脳幹まひ等により死亡させて殺害した上，古銭

１枚を強取し，罪証隠滅のためその死体をのこぎり等で切断して損壊し，遺棄した

という強制わいせつ致死，強盗殺人，死体損壊及び死体遺棄の事案であり，第四の

一及び二の各犯行は，元会社同僚の男性を殺害してその所持金等を奪おうと計画し

，言葉巧みに同人を誘い出し，睡眠薬を混入させたサンドイッチを食べさせ，更に

栄養剤などと偽って睡眠薬を服用させてこん睡状態に陥れ，こん睡中の同人の顔面
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をタオル等で覆うなどして同人を窒息死させて，その所持金約１万８５００円を強

取した上，罪証隠滅のためその死体を遺棄し，更にのこぎり等を用いて切断して死

体を損壊したという強盗殺人，死体遺棄及び死体損壊の事案である。動機に酌量の

余地はなく，冷酷，非情，残虐で類似した態様の犯行をわずか３か月足らずの間に

重ねた点で極めて悪質であり，２名の生命を奪った結果も重大である。さらに，上

記各犯行の間に行われた第１審判決の判示第三の準強盗未遂も，睡眠薬を混入させ

た弁当を食べさせて被害者をこん睡状態に陥れたものであり，被害者の対応などに

よっては，上記各犯行と同様の重大な結果を生じていた可能性も否定できない。被

告人には，人格障害及び性しこう異常の存することがうかがわれるが，そのことは

，被告人が本件各犯行時において完全な責任能力を有していたことを疑わせるもの

ではないし，被告人の責任を軽減させるものでもない。以上の事情に加え，遺族の

被害感情，社会に与えた影響，被告人に十分な反省の情が見られないこと等に照ら

すと，被告人の罪責は誠に重大であり，罰金以外の前科がないことなど被告人のた

めに酌むべき事情を十分考慮しても，原判決が維持した第１審判決の死刑の科刑は

，やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

　よって，刑訴法４１４条，３９６条，１８１条１項ただし書により，裁判官全員

一致の意見で，主文のとおり判決する。

　検察官渡邉一弘　公判出席

(裁判長裁判官　島田仁郎　裁判官　横尾和子　裁判官　甲斐中辰夫　裁判官　泉

　徳治　裁判官　才口千晴)
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